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別
紙
２

科
学
技
術
研
究
調
査
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
案

新
旧
対
照
条
文

○
科
学
技
術
研
究
調
査
規
則
（
昭
和
五
十
六
年
総
理
府
令
第
三
十
三
号
）
抄

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
趣
旨
）

（
趣
旨
）

第
一
条

統
計
法
（
平
成
十
九
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
二
条
第
四
項
に
規
定

第
一
条

統
計
法
（
平
成
十
九
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
二
条
第
四
項
に
規
定

す
る
基
幹
統
計
で
あ
る
科
学
技
術
研
究
統
計
を
作
成
す
る
た
め
の
調
査
（
以

す
る
基
幹
統
計
で
あ
る
科
学
技
術
研
究
調
査
を
作
成
す
る
た
め
の
調
査
（
以

下
「
科
学
技
術
研
究
調
査
」
と
い
う
。
）
の
実
施
に
関
し
て
は
、
こ
の
省
令

下
「
科
学
技
術
研
究
調
査
」
と
い
う
。
）
の
実
施
に
関
し
て
は
、
こ
の
省
令

の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
調
査
の
種
類
）

（
調
査
の
種
類
）

第
五
条

（
略
）

第
五
条

（
略
）

２

甲
調
査
は
、
前
条
第
一
号
に
掲
げ
る
調
査
組
織
体
の
う
ち
か
ら
、
総
務
大

２

甲
調
査
は
、
前
条
第
一
号
に
掲
げ
る
調
査
組
織
体
並
び
に
同
条
第
二
号
及

臣
の
選
定
し
た
も
の
に
つ
い
て
行
う
。

び
第
三
号
に
掲
げ
る
調
査
組
織
体
（
科
学
技
術
に
関
す
る
試
験
研
究
又
は
調

査
研
究
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
し
て
設
置
さ
れ
た
も
の
を
除
く
。
）
の
う
ち

か
ら
、
総
務
大
臣
の
選
定
し
た
も
の
に
つ
い
て
行
う
。

３

乙
調
査
は
、
次
に
掲
げ
る
調
査
組
織
体
に
つ
い
て
行
う
。

３

乙
調
査
は
、
前
条
第
二
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
調
査
組
織
体
（
科
学
技

一

前
条
第
二
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
調
査
組
織
体
の
う
ち
次
に
掲
げ
る

術
に
関
す
る
試
験
研
究
又
は
調
査
研
究
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
し
て
設
置
さ

も
の

れ
た
も
の
に
限
る
。
）
並
び
に
同
条
第
四
号
及
び
第
五
号
に
掲
げ
る
調
査
組

イ

科
学
技
術
に
関
す
る
試
験
研
究
又
は
調
査
研
究
を
行
う
こ
と
を
目
的

織
体
に
つ
い
て
行
う
。

と
し
て
設
置
さ
れ
た
調
査
組
織
体

ロ

イ
に
掲
げ
る
調
査
組
織
体
以
外
の
も
の
の
う
ち
か
ら
、
総
務
大
臣
の

選
定
し
た
も
の

二

前
条
第
四
号
及
び
第
五
号
に
掲
げ
る
調
査
組
織
体

４

（
略
）

４

（
略
）


